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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  道路長さ方向に設置した複数の橋桁に支持させた複数車線用の既設コンクリート床版の
道路幅員方向を一次施工部と二次施工部に分割した架け替え区画を設定し、前記二次施工
部を道路として共用可能な状態で残してこれと隣接する一次施工部の架け替えを行い、架
け替え後の一次施工部を道路として共用させた後、前記二次施工部の架け替えを行い、前
記一次施工部と一体化させて全体を道路として共用させる高架道路用コンクリート床版の
架け替え方法において、
  前記一次施工部の架け替えは、該一次施工部の既設コンクリート床版を除去し、その除
去された一次施工部に、幅員方向にプレストレスを付与したプレテンションプレキャスト
ＰＣ版を架設して一次施工部の新コンクリート床版を構築し、該一次施工部の新コンクリ
ート床版上を道路として共用させた後、前記二次施工部の既設コンクリート床版を除去し
、その除去した部分に二次施工部の新コンクリート床版を架設し、
　該二次施工部の新コンクリート床版の前記一次施工部側とは反対側の端部から先に架設
されているプレテンションプレキャストＰＣ版の前記二次施工部側の端部に連続させてポ
ストテンション用ＰＣ緊張材を挿通し、
  該ＰＣ緊張材を緊張することにより、前記二次施工部の新コンクリート床版にプレスト
レスを付与して必要な応力が導入されたポストテンションＰＣ床版とするとともに、該ポ
ストテンションＰＣ床版と前記プレテンションプレキャストＰＣ版との連結部分とにプレ
ストレスを導入させた架け替えＰＣ床版とすることを特徴としてなる高架道路用コンクリ
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ート床版の架け替え方法。
【請求項２】
　前記ポストテンションＰＣ床版は、前記二次施工部の既設コンクリート床版を除去した
鋼桁上にプレキャストの鉄筋コンクリート版を並べて架設することにより二次施工部の新
コンクリート床版とし、しかる後、前記ポストテンション用ＰＣ緊張材によるプレストレ
スを付与することにより構成される請求項１に記載の高架道路用コンクリート床版の架け
替え方法。
【請求項３】
　ポストテンションＰＣ床版は、場所打ちの鉄筋コンクリート版を、前記二次施工部の既
設コンクリート床版を除去した鋼桁上に二次施工部の新コンクリート床版を構築し、しか
る後、前記ポストテンション用ＰＣ緊張材によるプレストレスを付与することにより構成
される請求項１に記載の高架道路用コンクリート床版の架け替え方法。
【請求項４】
  高架道路用コンクリート床版の全幅員方向にプレストレスが導入されており、該幅員方
向を２分割した一次施工部と二次施工部とから構成され、
  前記一次施工部は、プレテンション方式によってプレストレスが付与されたプレテンシ
ョンプレキャストＰＣ版を鋼桁の長さ方向に多数並べて支持させることによって構成され
、
　該プレテンションプレキャストＰＣ版の裏面に突出させた緊張支圧部が備えられ、
  前記二次施工部は、ポストテンション方式によるポストテンションＰＣ床版をもって構
成され、
  前記プレテンションプレキャストＰＣ版には、その前記ポストテンションＰＣ床版側の
端面と前記緊張支圧部に連通開口するＰＣ緊張材挿通孔が形成されているとともに、前記
ポストテンションＰＣ床版には、前記プレテンションプレキャストＰＣ版側の端面とその
反対側の端面に連通開口させたＰＣ緊張材挿通孔を備え、
  前記両ＰＣ緊張材挿通孔に連続して挿通されたポストテンション用ＰＣ緊張材を緊張す
ることによって、前記ポストテンションＰＣ床版にプレストレスを導入させるとともに、
前記プレテンションプレキャストＰＣ版と前記ポストテンションＰＣ床版とを一体化させ
てなる高架道路用架け替えＰＣ床版。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、主として鋼桁とコンクリート床版とからなる鋼桁橋におけるコンクリート床
版部分を架け替えるための高架道路用コンクリート床版の架け替え方法及び同方法による
架け替えＰＣ床版に関する。
【背景技術】
【０００２】
  一般に、鋼桁橋におけるコンクリート床版は、車両を直接支持する構造部材であり、車
両交通量の増大と車両の大型化の影響を直接受け、架け替えが必要な損傷事例が多発して
いる。また、寒冷地における凍結防止剤の散布、海洋からの飛来塩分の影響を受け、コン
クリート内の鋼材が腐食することによる塩害劣化事例も多発している。
【０００３】
  従来、上記のようなコンクリート床版の損傷に対する対策として補修工法が多く開発さ
れているが、根本的な対策として、コンクリート床版を取り替える工法がある。
【０００４】
  コンクリート床版の取り替え方法としては、既設の床版を撤去した後、型枠、鉄筋を組
立、コンクリートを打設して新たな鉄筋コンクリート床版を構築する方法や、既設床版を
撤去した後、プレキャストのプレストレストコンクリート版（以下ＰＣ版と記す）を並べ
て設置し新たにＰＣ床版を架設する方法（例えば特許文献１，２）があるが、これらの工
法は、道路の幅員全域を同時に取り替えるものであるため、道路が全幅員において使用不
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能となり、工事期間中は道路を閉鎖しなければならず、道路の交通事情を悪化させる。
【０００５】
  この問題を解決する方法として、コンクリート床版の取り替えを、道路を幅員方向を一
次施工部と二次施工部とに分け、二次施工部の共用を継続させた状態で、一次施工部の架
け替え工事を施工し、一次施工部の架け替え完了後、これを道路として共用させた後、残
りの二次施工部の架け替えを施工する方法がある。
【０００６】
  更に具体的には、図６（ａ）に示すように、コンクリート床版１上の道路の全幅員を共
用している状態で、幅員方向に２分するための切断位置２の下面に仮支持桁３を架設する
。この仮支持桁３は、隣り合う主鋼桁４，４に支持させた横桁５，５によって支持させる
。
【０００７】
  次いで図６（ｂ）に示すように切断位置２を境にした二次施工部７を共用させた状態で
、一次施工部６の既設床版を除去し、図６（ｃ）に示すように、除去した部分に床版１を
半割状にしたプレキャストＰＣ版８を架設する。
【０００８】
  次いで、図７（ｄ）に示すように新たに架設されたプレキャストＰＣ版８からなる床版
上を共用させ、未取り替えの残りの二次施工部７の既設床版を除去し、然る後図７（ｅ）
に示すように除去された部分に、残りの半割状のプレキャストＰＣ版９を架設し、両床版
８，９間を連結して一体化させた床版１０を構成させることにより架け替えを完了し、図
７（ｆ）に示すように全幅員に亘って共用させるという方法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－２３９３６５号公報
【特許文献２】特開２００９－２６４０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
  上述した従来の方法では、幅員方向に複数枚のプレキャストＰＣ版８，９を連結して一
体化させた床版１０を構成させるものであるが、単にプレキャストＰＣ版８，９を接合さ
せるのみでは、図８に示すように、プレストレスの分布は、各プレキャストＰＣ版８，９
の接合側端部にはプレストレスが導入されず、所望のプレストレスが１００％有効となる
のは、端部から一定長だけ後退した位置からである。
【００１１】
  このため従来は、図９に示すように各プレキャストＰＣ版８，９の鉄筋１１，１１を溶
接する方法や、図１０に示すように、ＰＣ鋼棒１２を両プレキャストＰＣ版８，９に跨ら
せて埋設する方法、更には図１１、図１２に示すように両プレキャストＰＣ版８，９に跨
らせ、両端が各プレキャストＰＣ版の下面に開口した弧状のＰＣ緊張材挿通孔１３を形成
しておき、これに連結のためのＰＣストランド１４を通し、これを緊張することによって
連結する方法等がある。
【００１２】
  これらの従来の方法の内、図９、図１０に示す方法では、プレキャストＰＣ版接合部分
にプレストレスが導入されないため、仮保持桁３をそのまま残すことが必須となり、図１
１、図１２のようにＰＣストランドによる緊張力を付与する場合であっても、図１１のよ
うにＰＣストランド１４が短いと緊張時の伸び代が不十分となって十分なプレストレスが
導入され難いという問題がある。
【００１３】
  また、図１２に示すようにＰＣストランド１４の長さをプレストレス導入に必要な長さ
とすると、各プレテンションプレキャストＰＣ版８．９の端部に各プレキャストＰＣ版全
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幅に対するＰＣ緊張材によるプレストレス、連結のためのＰＣストランドによるプレスト
レスが重複して導入される部分が発生し、不経済となる。
【００１４】
  更に、プレキャストＰＣ版８，９を連結して使用する場合、プレストレス導入のための
ＰＣ緊張材は、各プレキャストＰＣ版の両端において定着されなければならないため、定
着のための金物を多く必要とし、この金物は、プレストレスの導入及び維持のために重要
な部品であるため、材質、寸法精度等において高品質である必要から高価とならざるを得
ず、この使用数が多ければその分架け替えコストに大きく影響を及ぼすという問題があっ
た。
【００１５】
  本発明はこのような従来の問題に鑑み、既設の床版を道路幅員方向に複数分割し、共用
部分を残した状態で、他の部分の架け替えを行う分割施工による高架道路用コンクリート
床版の架け替え方法において、架け替え工事完了後の新コンクリート床版に対する分割施
工部分相互間におけるプレストレスの導入が、連続した状態でなされ、しかも従来のプレ
テンションプレキャストＰＣ版を連結して床版を構成させる場合に比べ、低コストで施工
できる高架道路用コンクリート床版の架け替え方法及びその架け替え床版の提供を目的と
してなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
  上記の目的を達成するための本発明の第１の特徴は、道路長さ方向に設置した複数の橋
桁に支持させた複数車線用の既設コンクリート床版の道路幅員方向を一次施工部と二次施
工部に分割した架け替え区画を設定し、前記二次施工部を道路として共用可能な状態で残
してこれと隣接する一次施工部の架け替えを行い、架け替え後の一次施工部を道路として
共用させた後、前記二次施工部の架け替えを行い、前記一次施工部と一体化させて全体を
道路として共用させる高架道路用コンクリート床版の架け替え方法において、前記一次施
工部の架け替えは、該一次施工部の既設コンクリート床版を除去し、その除去された一次
施工部に、幅員方向にプレストレスを付与したプレテンションプレキャストＰＣ版を架設
して一次施工部の新コンクリート床版を構築し、該一次施工部の新コンクリート床版上を
道路として共用させた後、前記二次施工部の既設コンクリート床版を除去し、その除去し
た部分に二次施工部の新コンクリート床版を架設し、該二次施工部の新コンクリート床版
の前記一次施工部側とは反対側の端部から先に架設されているプレテンションプレキャス
トＰＣ版の前記二次施工部側の端部に連続させてポストテンション用ＰＣ緊張材を挿通し
、  該ＰＣ緊張材を緊張することにより、前記二次施工部の新コンクリート床版にプレス
トレスを付与して必要な応力が導入されたポストテンションＰＣ床版とするとともに、該
ポストテンションＰＣ床版と前記プレテンションプレキャストＰＣ版との連結部分とにプ
レストレスを導入させた架け替えＰＣ床版とする架け替えＰＣ床版とすることを特徴とし
てなる高架道路用コンクリート床版の架け替え方法。
　本発明の第２の特徴は、前記第１の特徴の構成に加え、前記ポストテンションＰＣ床版
は、前記二次施工部の既設コンクリート床版を除去した鋼桁上にプレキャストの鉄筋コン
クリート版を並べて架設することにより二次施工部の新コンクリート床版とし、しかる後
、前記ポストテンション用ＰＣ緊張材によるプレストレスを付与することにより構成され
ることにある。
　本発明の第３の特徴は、前記第１の特徴の構成に加え、ポストテンションＰＣ床版は、
場所打ちの鉄筋コンクリート版を、前記二次施工部の既設コンクリート床版を除去した鋼
桁上に二次施工部の新コンクリート床版を構築し、しかる後、前記ポストテンション用Ｐ
Ｃ緊張材によるプレストレスを付与することにより構成されることにある
　本発明の第４の特徴は、高架道路用コンクリート床版の全幅員方向にプレストレスが導
入されており、該幅員方向を２分割した一次施工部と二次施工部とから構成され、前記一
次施工部は、プレテンション方式によってプレストレスが付与されたプレテンションプレ
キャストＰＣ版を鋼桁の長さ方向に多数並べて支持させることによって構成され、該プレ



(5) JP 6323776 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

テンションプレキャストＰＣ版の裏面に突出させた緊張支圧部が備えられ、  前記二次施
工部は、ポストテンション方式によるポストテンションＰＣ床版をもって構成され、前記
プレテンションプレキャストＰＣ版には、その前記ポストテンションＰＣ床版側の端面と
前記緊張支圧部に連通開口するＰＣ緊張材挿通孔が形成されているとともに、前記ポスト
テンションＰＣ床版には、前記プレテンションプレキャストＰＣ版側の端面とその反対側
の端面に連通開口させたＰＣ緊張材挿通孔を備え、前記両ＰＣ緊張材挿通孔に連続して挿
通されたポストテンション用ＰＣ緊張材を緊張することによって、前記ポストテンション
ＰＣ床版にプレストレスを導入させるとともに、前記プレテンションプレキャストＰＣ版
と前記ポストテンションＰＣ床版とを一体化させてなる高架道路用架け替えＰＣ床版にあ
る。
【発明の効果】
【００１７】
  本発明においては、一次施工部の架け替えは、該一次施工部の既設コンクリート床版を
除去し、その除去された一次施工部に、幅員方向にプレストレスを付与したプレテンショ
ンプレキャストＰＣ版を架設して一次施工部に新コンクリート床版を構築し、該一次施工
部の新コンクリート床版上を道路として共用させた後、前記二次施工部の既設コンクリー
ト床版を除去し、その除去した部分に二次施工部のコンクリート床版を架設し、該コンク
リート床版と先に架設されているプレテンションプレキャストＰＣ版の端部とに連続させ
てポストテンション用ＰＣ緊張材を挿通し、該ＰＣ緊張材を緊張することにより前記二次
施工部のコンクリート床版にプレストレスを付与してポストテンションＰＣ床版とすると
ともに、該ポストテンションＰＣ床版と前記プレテンションプレキャストＰＣ版とが一体
化された架け替えＰＣ床版とするようにしたことにより、一次施工部と二次施工部との境
界においても、ポストテンションＰＣ床版と同様のプレストレスを導入することができ、
また、従来例に示したような一次施工部と二次施工部の接合部分におけるＰＣ緊張材の重
なり部分が少なくなり、経済性が高い。
【００１８】
  また、架け替え完了後に恒久的な仮鋼桁を残しておく必要がなく、使用した仮設支持材
を撤去し、再使用に供することができ経済性が高い。
【００１９】
  また、半分である一次施工部をプレテンションプレキャストＰＣ版を使用して架け替え
ることにより、使用するＰＣ緊張材の緊張定着金具の使用数を減らすことができ、コスト
を削減できる。
【００２０】
　  本発明の高架道路用架け替えＰＣ床版においては、高架道路用コンクリート床版の全
幅員方向にプレストレスが導入されており、該幅員方向を２分割した一次施工部と二次施
工部とから構成され、前記一次施工部は、プレテンション方式によってプレストレスが付
与されたプレテンションプレキャストＰＣ版を鋼桁の長さ方向に多数並べて支持させるこ
とによって構成され、該プレテンションプレキャストＰＣ版の裏面に突出させた緊張支圧
部が備えられ、  前記二次施工部は、ポストテンション方式によるポストテンションＰＣ
床版をもって構成され、前記プレテンションプレキャストＰＣ版には、その前記ポストテ
ンションＰＣ床版側の端面と前記緊張支圧部に連通開口するＰＣ緊張材挿通孔が形成され
ているとともに、前記ポストテンションＰＣ床版には、前記プレテンションプレキャスト
ＰＣ版側の端面とその反対側の端面に連通開口させたＰＣ緊張材挿通孔を備え、前記両Ｐ
Ｃ緊張材挿通孔に連続して挿通されたポストテンション用ＰＣ緊張材を緊張することによ
って、前記ポストテンションＰＣ床版にプレストレスを導入させるとともに、前記プレテ
ンションプレキャストＰＣ版と前記ポストテンションＰＣ床版との連結部分とにプレスト
レスを導入させたことにより、道路の全面的な閉鎖を回避し、より低コストで短期間に施
工することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】本発明に係る高架道路用架け替えＰＣ床版の実施の一例を示す横断面図である。
【図２】同ＰＣ床版の一次架け替え部に使用するプレテンションプレキャストＰＣ版を示
す底面図である。
【図３】本発明方法の一例の施工工程を示すもので、（ａ）～（ｃ）は、前半工程の説明
図である。
【図４】本発明方法の一例の施工工程を示すもので、（ｄ）～（ｆ）は、後半工程の説明
図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）本発明に係る高架道路用架け替えＰＣ床版のプレストレスによる
応力説明図である。
【図６】従来方法の施工工程を示すもので、（ａ）～（ｃ）は、前半工程の説明図である
。
【図７】従来方法の施工工程を示すもので、（ｄ）～（ｆ）は、後半工程の説明図である
。
【図８】従来方法による高架道路用架け替えＰＣ床版のプレストレスによる応力説明図で
ある。
【図９】従来方法による一次施工部と二次施工部の連結状態の一例を示す断面図である。
【図１０】従来方法による一次施工部と二次施工部の連結状態の他の例を示す断面図であ
る。
【図１１】従来方法による一次施工部と二次施工部の連結状態の更に他の例を示す断面図
である。
【図１２】従来方法による一次施工部と二次施工部の連結状態の更に他の例を示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
  次に、本発明の実施の態様を、図面に基づいて説明する。図１は本発明に係る高架道路
用架け替えＰＣ床版を示している。この架け替え後の架け替えＰＣ床版２０は、既設コン
クリート床版を２つに区画し、その内の先に施工した１区画である一次施工部２０ａと、
該一次施工部２０ａの施工後に施工した他の１区画である二次施工部２０ｂとから構成さ
れており、全体が複数の鋼桁２１に支持されている。
【００２３】
  一次施工部２０ａは、プレテンション方式によってプレストレスが付与されたプレテン
ションプレキャストＰＣ版２３を鋼桁２１の長さ方向に多数並べて支持させることによっ
て構成されている。
【００２４】
  プレテンションプレキャストＰＣ版２３は、図には示してないが、型枠内にプレテンシ
ョン用ＰＣ緊張材２４を所望の緊張力で緊張した状態で設置しておき、これを埋め込むよ
う型枠内にコンクリートを打設し、所定の強度に達した後、プレテンション用ＰＣ緊張材
２４を切断し、その際のプレテンション用ＰＣ緊張材２４の戻り力によってプレキャスト
コンクリート版にプレストレスを導入したものである。
【００２５】
  このプレテンションプレキャストＰＣ版２３には、図１、図２に示すように、裏面に突
出させた緊張支圧部２５が形成され、二次施工部２０ｂ側の端面から緊張支圧部２５に連
通開口するＰＣ緊張材挿通孔２６が形成されており、緊張支圧部２５には、ＰＣ緊張材端
部定着具２７が埋設されている。
【００２６】
  二次施工部２０ｂは、ポストテンション方式によるポストテンションＰＣ床版３０をも
って構成され、このポストテンションＰＣ床版３０には、隣接する前記プレテンションプ
レキャストＰＣ版２３のＰＣ緊張材挿通孔２６に連通する配置に形成されたＰＣ緊張材挿
通孔３１が道路幅員方向に向けて両端に貫通開口されている。ＰＣ緊張材挿通孔３１の前
記プレテンションプレキャストＰＣ版２３とは反対側の端面側には、ＰＣ緊張材端部定着
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具２８が埋設されている。
【００２７】
  尚、ポストテンションＰＣ床版３０は、プレキャストの鉄筋コンクリート版（ＲＣ版）
を並べて架設することにより二次施工部の新コンクリート床版を形成し、しかる後、後述
するポストテンション用ＰＣ緊張材３３によるプレストレスを付与したものであってもよ
く、また場所打ちのＲＣ版を鋼桁２１上に二次施工部の新コンクリート床版を構築し、こ
れに前記ポストテンション用ＰＣ緊張材３３によってプレストレスを付与したものであっ
てもよい。
【００２８】
  プレテンションプレキャストＰＣ版２３とポストテンションＰＣ床版３０とは、それぞ
れのＰＣ緊張材挿通孔２６、３１に連続して挿通されたポストテンション用ＰＣ緊張材３
３を、前述したＰＣ緊張材端部定着具２７、２８間において緊張することによって互いに
一体化させ、且つプレテンションプレキャストＰＣ版２３の端部とポストテンションＰＣ
床版３０の全域とにプレストレスを付与させている。
【００２９】
  次に、本発明に係る高架道路用コンクリート床版の架け替え方法の一例について説明す
る。
【００３０】
  この方法は、図３、図４に示す既設コンクリート床版４０の道路幅員方向の中央を境界
とした２区画の一方側を一次施工部２０ａ、他方側を二次施工部２０ｂとし、二次施工部
を道路として共用している状態で、一次施工部２０ａの架け替えを行い、一次施工部２０
ａの架け替え完了後にこれを道路として共用した状態で、二次施工部２０ｂの架け替え、
両架け替え部２０ａ，２０ｂの床版を一体化させて架け替え工事を完了するものである。
  次に本例の架け替え工程を順に説明する。
  ａ．既設コンクリート床版切断部下面の仮設支持材設置
【００３１】
  図３（ａ）に示すように、架け替えようとする既設コンクリート床版４０を共用してい
る状態で、これを２つに区画し、先に施工する１区画の一次施工部２０ａと、該一次施工
部２０ａの架け替え後に施工する１区画の二次施工部２０ｂとの境界部分の下面に仮設支
持材４１を設置する。
【００３２】
  この仮設支持材４１は、後述する先行、後続の両架け替え部の境界を切断した際に、床
版の切断部に最も近い鋼桁２１から張り出した部分が片持ち支持された状態となるため、
その片持ち部の先端下面を下側から支持し、道路表面からの下向き荷重を受け持たせるも
のである。
【００３３】
  この例では、床版下面と鋼桁２１との間に取り付けた斜材によって仮設支持材４１を構
成させている。尚、仮設支持材としては、斜材の他に、前述の従来例に示した仮設の鋼桁
を使用してもよい。
【００３４】
  ｂ．既設コンクリート床版の切断、既設コンクリート床版の一次施工部の撤去
【００３５】
  図３（ｂ）に示すように、二次施工部２０ｂの縁部上面にガードレール４２を設置し、
このガードレール４２から二次施工部２０ｂの側のみを道路として共用させ、一次施工部
２０ａ上の通行を遮断状態で、既設コンクリート床版４０の一次施工部２０ａと二次施工
部２０ｂとの境界部分、本例では既設コンクリート床版４０の道路幅員方向中央部分を切
断し、既設コンクリート床版４０の一次施工部２０ａを撤去する。
【００３６】
  この撤去は一例としてクレーンを使用し、既設コンクリート床版４０の道路進行方向側
の１区画ずつ吊り上げて地上に降ろし、地上にて必要な大きさに破砕し、鋼材とコンクリ
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ートとを分別するようにしてもよく、鋼桁２１上に架設された状態で破砕し、コンクリー
トと鋼材とを分別するようにしてもよい。
  ｃ．一次施工部へのプレテンションプレキャストＰＣ版の架設
【００３７】
  図３（ｃ）に示すように、既設コンクリート床版４０が除去された一次施工部２０ａの
鋼桁２１上に、予めプレコンクリート構造物制作ヤードで制作した所定の数のプレテンシ
ョンプレキャストＰＣ版２３を鋼桁２１の長さ方向に並べて架設することにより一次施工
部の新コンクリート床版を形成し、そのプレテンションプレキャストＰＣ版２３の二次施
工部２０ｂ側縁部下を仮設支持材４１にて支持させ、一次施工部２０ａのプレテンション
プレキャストＰＣ版２３を道路としての共用に耐え得る強度とする。
ｄ．二次施工部の既設コンクリート床版の除去
【００３８】
  一次施工部２０ａのプレテンションプレキャストＰＣ版２３上を共用可能な強度とする
とともに表面に必要な舗装を施し、その縁部上に、先に設置した二次施工部２０ｂの縁部
上の仮設ガードレール４２を移動させ、一次施工部２０ａの新プレテンションプレキャス
トＰＣ版２３上を道路として共用させ、二次施工部２０ｂの共用を停止する。
【００３９】
  この状態で図３（ｄ）に示すように、二次施工部２０ｂの既設コンクリート床版４０を
除去する。この既設コンクリート床版４０の除去は、前述した一次施工部２０ａの場合と
同様にして施工する。
【００４０】
ｅ．二次施工部の新コンクリート床版の架設、プレストレスの導入
【００４１】
  二次施工部２０ｂの既設コンクリート床版４０を除去した後、図４（ｅ）に示すように
、鋼桁２１上にポストテンション用ＲＣ版４３を複数並べて架設することによって二次施
工部の新コンクリート床版を構成させる。このポストテンション用ＲＣ版４３の架設は、
予め制作ヤードにて所定の形状に形成したプレキャストＲＣ版を鋼桁２１上に並べること
によって行う。
【００４２】
  尚、二次施工部の新コンクリート床版の架設は、ポストテンション用ＲＣ版４３を使用
せずに、施工現場において型枠を組み、場所打ちコンクリートによって形成してもよい。
【００４３】
  二次施工部の新コンクリート床版の架設後、ＲＣ版４３に埋設したシースにより構成さ
れているＰＣ緊張材挿通孔３１と、これに連通させたプレテンションプレキャストＰＣ版
２３のＰＣ緊張材挿通孔２６に連続させてポストテンション用ＰＣ緊張材３３を挿通し、
その一端をプレテンションプレキャストＰＣ版２３の裏面のＰＣ緊張材端部定着具２７に
定着させ、他端をポストテンション用ＲＣ版４３の端面のＰＣ緊張材端部定着具２８に通
し、緊張用ジャッキを使用して緊張した後、その端部をＰＣ緊張材端部定着具２８に定着
することによりプレストレスを導入させる。
【００４４】
  このプレストレスは、ＰＣ緊張材端部定着具２７，２８間に導入されることとなり、ポ
ストテンション用ＲＣ版４３の道路幅員方向にプレストレスが導入されてポストテンショ
ンＰＣ床版３０が構成される。
ｆ．仮設ガードレール、仮設支持材の撤去、全幅員共用開始
【００４５】
  このようにして新たな架け替えＰＣ床版２０を構築した後、図４（ｆ）に示すように仮
設ガードレール４２及び仮設支持材４１を撤去し、架け替えＰＣ床版２０の全幅員を道路
として共用させて架け替えを完了する。
【００４６】
  このように構成される架け替えＰＣ床版２０における一次施工部２０ａと二次施工部２
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ション用ＰＣ緊張材２４による応力は、図５（ａ）に示す応力線図のように、端部に到る
一定長さにおいて徐々に小さくなり、端部で０となるが、ポストテンション用ＰＣ緊張材
３３による応力は、図５（ｂ）に示す応力線図のように、プレキャストＰＣ版２３の端部
において、所定の応力を生じさせることができ、これらの応力が合成されて図５（ｃ）に
示す応力線図となり、一次施工部２０ａと二次施工部２０ｂとの連結部分に応力が減少す
る部分がなく、全幅員に亘って必要な応力が導入される。
【００４７】
  また、一次施工部２０ａの架け替えに際し、プレテンション方式のプレテンションプレ
キャストＰＣ版２３を使用することにより、ポストテンション方式のプレキャストＰＣ版
やＰＣ床版とする場合に比べ、高価であるＰＣ緊張材を定着させておくためのＰＣ緊張材
端部定着具の使用数が少なくてよくなり、コストを減少させることができる。
【００４８】
  尚、上述の例では架け替え完了後に仮設支持材４１を撤去することとしているが、仮設
鋼桁を使用する場合には、これを撤去することなく、そのまま補助の支持材として残して
もよい。
【符号の説明】
【００４９】
２０  架け替えＰＣ床版  
２０ａ  一次施工部
２０ｂ  二次施工部
２１  鋼桁
２３  プレテンションプレキャストＰＣ版
２４  プレテンション用ＰＣ緊張材
２５  緊張支圧部
２６  ＰＣ緊張材挿通孔
２７  ＰＣ緊張材端部定着具
２８  ＰＣ緊張材端部定着具  
３０  ポストテンションＰＣ床版
３１  ＰＣ緊張材挿通孔
３３  ポストテンション用ＰＣ緊張材
４０  既設コンクリート床版
４１  仮設支持材
４２  仮設ガードレール
４３  ポストテンション用ＲＣ版
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